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イントロダクション 企業ビジョン 重点取り組み グループガバナンス人・地域をつなぐ 持続可能な社会・時代をつなぐ

重点取り組み 1 重点取り組み 2

従業員満足度の向上
重点取り組み 3

コーポレート・ガバナンス 内部統制

コーポレートガバナンス・ガイドライン  https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/governance_guideline.pdf?230620
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当社グループは、企業活動の透明性を確保し、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化､ 内部統制システムの充実な
どに継続的に取り組むことで、コーポレート・ガバナンス改革を推進しています。また、機関設計として指名委員会等設置会
社を採用しています。
お客さま、お取組先、株主・投資家、従業員、地域社会・コミュニティといったステークホルダーとの良好な関係を構築するた
め、コーポレート・ガバナンスの在り方の検証を行い、適宜、必要な改善を図っています。
また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、枠組み、および運営方針を定めた「コーポレート
ガバナンス・ガイドライン」を制定・開示しています。 

考え方

コーポレート・ガバナンスの体制

グループガバナンス
三越伊勢丹グループでは、安全性の高い企業運営を目指

すために、企業内部の統制をとり、管理体制を構築する

ことによりガバナンスを強化しています。それにより、

不正行為や情報漏洩などの企業リスクを減らし、労働

環境の改善、企業価値の向上、収益力の向上を図ってい

きます。

ガバナンスを強化するうえで大切なものに対話があり

ます。そのため、三越伊勢丹グループでは、「グループ

ガバナンス」と「コミュニケーション」をサステナビリ

ティにおける3つの重点取り組み（マテリアリティ）の

土台として据えています。

企業の社会的価値の向上は株主やステークホルダーの

利益を守り、企業の成長の足元を固めていきます。各ス

テークホルダーの要望を引き出し、それらにスピー

ディーにお応えすることで市場価値を高めていきます。

コーポレート・ガバナンス

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/governance_guideline.pdf?230620
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コーポレート・ガバナンス 内部統制

取締役会、法定3委員会について

取締役会の責務
　取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グ
ループの大局的な方向づけと業務執行に対する監督・モニタリ
ングに特化することを通じて、当社グループの持続的な成長と
中長期的な企業価値向上を目指します。
　経営のモニタリングに適した体制とするため、取締役会の構
成は社外取締役を過半数とし、2021年4月より社外取締役を議
長としています。

2023年度 取締役の所属委員会およびスキル・マトリクス

取締役会、法定３委員会の2022年度の活動状況

★：委員長　○：知識・経験・能力を有する分野　●：社外取締役が知識・経験・能力において貢献、期待される分野　

法定3委員会の役割
〈指名委員会〉
社長CEOの再任可否の判断や後継者計画（サクセッションプ
ラン）の審議、株主総会に提出する取締役の選解任議案の決定、
取締役会で決議する法定3委員会の委員案や執行役などの役員
人事案の審議を行っています。

〈報酬委員会〉
企業価値向上に向けた役員のインセンティブの在り方など、役
員報酬制度について課題と方向性を審議し、個別報酬額などの
決定を行っています。

〈監査委員会〉
執行役および取締役の職務執行の監査、内部統制システムの状
況の監査、および会計監査人の選解任等に関する株主総会提出
議案の内容の決定などを行い、監査を通じて取締役会の監督機
能を担っています。また、会計監査人、内部監査部門およびグ
ループ各社の監査役と連携して、グループ全体の監査体制を構
築します。

所属する委員会 スキル

取締役氏名 指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会 企業経営 流通・

マーケティング グローバル DX・IT・
セキュリティ

ファイナンス・
会計

法務・リスク
ガバナンス

人事・人財
マネジメント

細谷 敏幸 再任 ○ ○ ○

石塚 由紀 再任 非執行 ★ ○ ○ ○

牧野 欣功 新任 ○ ○ ○

橋本 副孝 再任 社外・非執行・独立役員 ★ ● ● ●

土井 美和子 再任 社外・非執行・独立役員 ★ ● ● ●

古川 英俊 再任 社外・非執行・独立役員 ● ● ●

安藤 知子 再任 社外・非執行・独立役員 ● ● ●

越智 仁 新任 社外・非執行・独立役員 ● ● ●

岩本 敏男 新任 社外・非執行・独立役員 ● ● ●

※上記は各氏の経験などを踏まえて、特に活躍を期待できる領域・分野を示しており、有する全ての知見を表すものではありません

取締役会と取締役について
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132

社外取締役メッセージ
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/
imhds_report2022_jp_A3-15.pdf

人数と構成 　　 　　 開催回数と出席率 主な議題

取締役会 12回 ●会社法、定款などで定められた決議・報告事項
●グループ企業理念の再構築の議論
●中期経営計画や重要な業務執行のモニタリング
●内部統制システムのモニタリング

役割 ：
グループの大局的な方向付け、
業務執行に対する監督・モニタリング

指名委員会 10回 ●社長CEOの再任可否および後継者計画審議
●取締役候補者の決定
●委員会委員・執行役などの役員人事案審議

役割 ：
役員の「指名」に関する審議や意思決定

報酬委員会 8回 ●役員の報酬に関する審議や意思決定
●業績連動報酬・非金銭報酬などの
  インセンティブ制度についての検討および決定役割 ：

役員の「報酬」に関する審議や意思決定

監査委員会 17回 ●監査方針および監査計画の策定
●リスクマネジメントに関する報告
●内部監査室からの報告
●会計監査人からの報告
●執行部門に対する業務執行状況のヒアリング

役割 ：
執行役および取締役の職務執行の監査、
内部統制システムの状況の監査、
会計監査人の選解任等に関する
株主総会提出議案の内容の決定

うち、社外取締役
6人（60％）

うち、社外取締役
4人（80％）

全員社外取締役
（100％）

うち、社外取締役
3人（60％）

100％10人

100％5人

100％3人

100％5人

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/imhds_report2022_jp_A3-15.pdf
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/imhds_report2022_jp_A3-15.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-imhds-s3/pdf/imhds_report2022_jp_A3-15.pdf
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　当社は、取締役の自己評価「アンケート」や「インタ
ビュー」などにより、取締役会の実効性に関する分析・評価
を継続的に実施しています。当該分析・評価をもとに、役員
間で複数回にわたり討議し、アクションプランの策定・実行
を通じて、取締役会のさらなる実効性の向上を図っていま

役員の指名に関する方針

　当社では、「役員在任年齢上限規程」にて、在任の上限年齢と上限任期を役
位ごとに定め、適切なローテーションを促しています。そのうえで、代表執行
役および役付執行役を含む執行役の選任、および委任契約期間満了後の再任
可否については、委任契約期間における定量的な成果、および第三者機関に
よる経営人財評価などの客観的データを適切に評価し、社外取締役のみで構
成される指名委員会にて判断しています。また、当社は、役員の選解任基準に
ついて定めた「三越伊勢丹グループ役員ポリシー」を策定しています。

CEOの選任、再任可否の判断および後継者計画
（サクセッションプラン）
　CEOの選任、再任可否の判断および後継者計画（サクセッションプラン）に
ついては、指名委員会における最重要事項の一つとして、透明性・公正性を確
保しつつ取り組んでおり、その在り方を同委員会で積極的に審議し、同委員
会の審議過程において指名委員会委員以外の全ての社外取締役からも意見
聴取するなど、この取り組みのさらなる高度化を図っています。
　具体的には、CEO就任初年度に在任期間中のビジョンを指名委員会で審議
したうえで、毎期経営計画に対する進捗状況や今後の見通し、解決すべき課
題などを同委員会にて説明・共有し、再任可否について指名委員会委員であ
る社外取締役が主体的に判断できる体制を整えています。また、CEO後継者
情報については、候補者の外部経営人財評価機関によるスクリーニング結果
や育成計画、経験させるべき分野への異動配置案などのあらゆる情報を徹底
して指名委員会に共有します。
　なお、緊急時のCEO候補（CEO代行者）については、毎期初に指名委員会に
て審議・確認しています。

取締役候補者の指名を行うにあたっての方針
　取締役会の構成については、高い倫理観とともに、幅広くかつ専門性の高
い知識や特定事業領域における知見、外部企業経験などに基づくスキルを有
した多様なメンバーで構成されるよう考慮しています。そのうえで、取締役
候補者の選任にあたっては、上記の考え方と、5つの選任基準（次ページ）を
もとに、指名委員会にて決議し、株主総会に上程しています。

● 前年度評価結果
● 本年度方針および計画

● 次年度計画の最終報告
● 評価結果・次年度方針（案）立案
● 社内外取締役、執行役間での討議

● アンケート、個別インタビュー
結果報告・課題整理

● 社外取締役間での討議
● 取締役・執行役間での討議

● 計画の進捗確認
● 本年度の進め方確認

取締役・執行役全員への
● アンケート
● 個別インタビュー

10月 12月末～2月上旬

2月末3月 2月中旬

● 多くの設問項目で「十分できている」または「おおむねできている」との回答が一定割合以上を占
め、全設問の平均評点は、前年度から改善しました。取締役会および指名・報酬・監査委員会の実
効性が十分に確保されていることを確認しました。

● 特に「取締役会の運営・議論」の評点において大きな改善が見られ、議事の内容や開催頻度の改善、
自由闊達で建設的な議論の実現などについて、一定の評価と満足度が得られました。

● 一方で「取締役会の役割・責務」の評価については、「当社グループが百貨店の再生フェーズから
展開フェーズ、結実フェーズへとよりチャレンジングな方向に進むなかで、中期経営計画のモニ
タリング視点を進化させ、長期目線で議論を活性化させることが必要」との意見が出されました。

1  取締役会の役割・責務
2  取締役会の規模・構成
3  取締役会の運営・議論
4  取締役会の議題設定
5  社外取締役ミーティング　
6  ステークホルダーとの建設的な対話
7  社外取締役に対するサポート体制
8  指名・報酬・監査委員会の実効性

評価結果を受け、社外取締役間、社内取締役・執行役間、取締役会での
討議を通じ、次年度の運営方針とアクションプランを以下のとおりと
しました。

運営方針
● 取締役会のモニタリングをさらに進化させ、執行による適切なリ

スクテイクを支える環境を整える
● 当社の将来に関する長期目線の議論を行うことを通じて、次期中

期経営計画の方向づけを実現する

評価結果評価項目

取締役会実効性評価のプロセス

2023年度 運営方針とアクションプラン
アクションプラン
1 グループの大局的な方向づけ（長期目線での議論）
2 業務執行に対する監督・モニタリング（モニタリングポイントの明確化）
3 指名・報酬・監査委員会の実効性向上（取締役会と各委員会の連携）
4 運営やサポートの継続的な改善（社外取締役サポートの充実）

す。取締役会の実効性を検討する際には、株主に対する受託
者責任・説明責任を踏まえ、社外取締役である取締役会議長
主導のもと、そのプロセスを設計しています。
　なお、2022年度の実効性評価のプロセスおよび評価
結果などは以下のとおりです。

取締役会実効性評価
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役員報酬

役員報酬に関する基本原則
　当社は執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する
方針として「役員報酬に関する基本原則」を定めており、その概
要は以下のとおりです。
　以下の4点を基本原則とすることで、健全な企業家精神の発揮
に資するインセンティブづけをしています。

1 株主と役員の利害一致の促進
2 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大
3（目標達成時における）産業界全般における比較において

遜色のない水準の提供
4 評価方法や報酬決定方法の客観性・透明性の確保

　上記「役員報酬に関する基本原則」に基づき、社外取締役のみで
構成される法定の報酬委員会において、報酬に関する方針の決定
や個別報酬額を審議し、決定します。同委員会においては、役員報
酬制度が当社グループの持続的な成長に向けた健全なインセン
ティブとして、より一層機能するよう検討を継続しています。

賞与
　執行役においては、報酬原則を反映し、目標達成を強く動
機づけるために、下記の業績連動型賞与体系を導入してい
ます。

【1】賞与支給額算出式
執行役：基準賞与額（月額報酬（5ヶ月）×全社業績支給率×全社
ESG指標）

【2】全社業績支給率
当社として目指すべき営業利益目標額を達成した場合の支給率
を1.00（100％）とし、達成度に応じて支給率は下限0.00（０％）
～上限なしで比例配分となるように設計しています。

【3】全社ESG指標
中長期のサステナビリティ推進目標の実現に向けた動機づけと
して、本年度より役員賞与への評価にESG指標を導入していま
す。指標KPIについては毎期判断し決定することとしており、基準
賞与額×全社業績支給率で算定された賞与に対し±5％の変動幅
で達成度合いが反映されるように設計しています。

株式報酬
　株主価値の向上に対する意識を高めることを目的として、
一定期間の譲渡制限を付した自社株を付与し、株主と役員の
利害一致を図る「譲渡制限付株式報酬制度」を導入しています。

取締役候補者の選任基準
1 当社経営に有意な知見・経験を有し、経営の諸課題に精通し

ていること
2 世界の動向、市場や顧客の変化を的確に洞察し、把握できて

いること
3 新しい知識を積極的に学ぶ姿勢を持ち、それをベースに新し

い経営の見方、方向性を導き出せること
4 人格・見識に優れ、心身ともに健康であること
5 順法精神や倫理観に富み、取締役としてふさわしい価値観・

人柄を有すること

　また、社外取締役については、その客観的な視点からの幅広い
意見を積極的に取り入れ、バランスのとれた経営を行うために、
実業界で経営・執行経験を十分に積んだ方をはじめとして、異な
る分野・業界から招聘するとともに、取締役会の多様性確保に十
分に留意した人選を行うこととしています。
　なお、経営陣幹部である執行役については指名委員会にて審
議のうえ、取締役会で決議しています。

独立性基準
　当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたって、そ
の独立性を判断するため、「三越伊勢丹ホールディングス社外役
員の独立性に関する基準」を独自に定めており、下記のいずれに
も該当しない社外役員を独立役員として指定しています。

1 当社グループの業務執行者
2 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取

締役、執行役、支配人
3 当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執

行役、支配人その他の使用人である者
4 当社グループの主要な借入先の業務執行者
5 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その

他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、
法律専門家など

6 当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有している株主
またはその業務執行者

7 過去3年間において上記 1 から 5 に該当していた者
8 上記 1 から 5 の配偶者または二親等以内の親族

報酬構成

譲渡制限付株式報酬制度

※ 2 3 の「主要な取引先」とは「当社グループと当該取引先の連結ベースの年間取引額
が、過去3年間において一度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超
える取引があった取引先」

※ 4 の「主要な借入先」とは、「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の
連結総資産の2％を超える借入先」

※ 5 の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」

※1 基準株価：割当決議日の前取引日（当該日に株価がつかない場合はその前取引日）の
東京証券取引所における当社株式の終値

※2 任期満了もしくは当社取締役会が正当と認める理由による譲渡制限期間中に退任
の場合は譲渡制限を解除

金銭報酬債権額 執行役（取締役兼務者を含む）：月額基本報酬×4ヶ月分
非業務執行取締役：月額基本報酬1ヶ月分

割当株数の算出 個別金銭報酬債権÷基準株価※1

（100株未満切り捨て）

譲渡制限期間 30年間※2執行役
基本報酬
×12ヶ月

基本報酬
×12ヶ月

賞与
基本報酬×5ヶ月分

（支給率1.00の場合）

株式報酬
基本報酬×1ヶ月分

株式報酬

×4ヶ月分

※取締役兼務者を含む

非業務執行取締役 ※社外取締役を含む

基本報酬
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コーポレート・ガバナンス 内部統制

　三越伊勢丹グループでは、健全かつ透明性の高いグループ経
営と企業価値の最大化を図るべく、2008年の取締役会にて内部
統制システム基本方針を制定しました。以降、時代や環境の変化
により継続的に見直しを行い、より適正かつ効率的な体制の構
築に向けて改善を図っています。
　以下は、当社グループの「内部統制システム構築の基本方針」
における各項目です。

リスクマネジメント推進体制

　当社グループは、執行役社長を議長とするコンプライアンス・
リスクマネジメント推進会議にて、リスクマネジメント体制・取
り組み方針を周知徹底し、3つの部会（リスク対策部会・コンプラ
イアンス推進部会・サイバーリスク対策プロジェクト）を通じて、
実効性の高い対策を講じています。
　また、当社グループのリスクマネジメント体制は、3つのディ
フェンスラインと5つのレイヤーで構成されています。各グルー
プ会社を第1線、HDSリスク管理部門を第2線、HDS内部監査室を
第3線とする3つのディフェンスをベースとして、より具体的に
役割を明確化した5つのレイヤー（ 1 グループ事業会社現業部門、

2 グループ事業会社管理部門、3 HDS統括部門、4 HDSリスクマ
ネジメント室、5 HDS内部監査室）に区分することで、リスクマ
ネジメント体制の強化を図っています。

内部統制システムの基本方針 リスクマネジメント

　当社グループでは、年度終了後、上記項目に沿って構築状況お
よび運用状況について、自主点検ならびに執行役会等において
確認を行っています。また、その結果については、監査委員会や
取締役会に報告し、内部統制システムの体制強化や次年度の運
用の改善につなげています。

1  コンプライアンス体制
2  リスクマネジメント体制
3  財務報告に係る内部統制体制
4  情報保存管理体制
5  効率的職務執行体制
6  グループ会社管理体制
7  監査委員会スタッフに関する事項
8  監査委員会への報告に関する事項
9  監査費用の処理方針
10  監査委員会監査の実効性確保に関する体制

リスクマネジメントの実効性を向上させるための各組織
　コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議で選定した
重点リスクについて、より具体的な対策の立案と推進、検証の
PDCAサイクルを回すために、下記の部会を通して、実効性のあ
る未然防止対策を講じています。なお、重点リスクの選定方法に
ついては、「リスクの捉え方」 P.68 の項をご覧ください。

1 リスク対策部会
自然災害・火災をはじめとするさまざまなリスクの低減・未然防
止につなげるための対策やBCPの策定とあわせ、訓練および点検
を徹底することで、リスク対策の実効性向上に努めています。

2 コンプライアンス推進部会
時代に即応した倫理観と急速な環境変化に正しく対応するた
め、経営層が認識すべき法令知識・行政動向などの理解促進と
公正取引遵守実務の連動を図り、企業文化としてのコンプライ
アンスマインドの醸成に取り組んでいます。

3 サイバーリスク対策プロジェクト
セキュリティ動向を常に把握し、グループセキュリティの技術
的な最適化を図るとともに、日々のモニタリング体制を整備し、
未然防止や迅速なインシデント対応、従業員教育に取り組んで
います。

連携・報告・要請

指名委員会 報酬委員会

リスク対策部会

コンプライアンス
推進部会

サイバーリスク
対策プロジェクト

監査委員会

株主総会

報告・監督

議長：社長 CEO
副議長：CRO

HDS

コンプライアンス・
リスクマネジメント推進会議

３線ディフェンスと５つのレイヤー

第5レイヤー

第4レイヤー

第3レイヤー

第2レイヤー

第1レイヤー

HDS
内部監査室

HDS
リスクマネジメント室

HDS
各統括部門

事業会社
管理部門

事業会社
現業部門

取締役会

HDSリスクマネジメント室

該当部門5つのレイヤー3線

HDS統括部門

グループ事業会社  管理部門

グループ事業会社  現業部門

3
線

2
線

1
線

監査

執行役会

リスクマネジメント体制図

5

4

3

2

1

代表執行役 CEO HDS内部監査室

※「HDS」はホールディングスを表しています

内部統制
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コーポレート・ガバナンス 内部統制

Plan

Check

Act Do

各部会推進会議

対応策の実施対応策の改善

モニタリングと評価

リスク対応方針の
策定と徹底 

重点リスク対応策の
策定と周知徹底 

リスクの捉え方

　当社グループでは、リスクを捉えるにあたり、日々変化する外
部環境とグループの事業特性・事業戦略を考慮し、多角的な視点
からリスクの把握に努めています。
　グループ全体の事業を取り巻くリスクを5つのカテゴリー（❶

リスクマネジメントのPDCAサイクル

　コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議にて示され
た基本方針をもとに、各部会を通じて具体的な重点リスク対応
策の策定と周知徹底を行っています。
　対応策の実行のために、グループ各社における訓練や自主点
検活動などを実施。モニタリングと評価を経て、さらなる対応
策の改善につなげるというPDCAサイクルに基づいたリスク
管理を実行しています。

リスクマップ

　リスクが顕在化した際には、物的損害、人的損害、財務・経営戦
略遂行の阻害、レピュテーション毀損などの損害を被るものと
捉え、発生頻度や事業への影響をもとにリスクマップを作成し、
そのなかから重点リスクを選定、早期に対策を講じています。

リスクの一例
区分 リスク項目 物的損害 人的損害 財務、経営戦略遂行の阻害 レピュテーション毀損

1  経営戦略上のリスク

サステナビリティ経営の推進に関するリスク ● ● ●

デジタル社会への対応に関するリスク ● ● ●

新たなビジネスモデル構築に関するリスク ● ●

海外情勢への対応に関するリスク ● ● ● ●
2  財務に関するリスク 資金調達に関するリスク ●
3  人事・労務に関するリスク 人財確保に関するリスク ● ● ●

4  災害等のリスク
災害等の対応に関するリスク ● ● ● ●

情報セキュリティに関するリスク ● ● ●

5  オペレーショナルリスク
商品取引上のリスク ● ● ●

個人情報漏洩に関するリスク ● ●

リスクマップ

小／低

大

高

High

Middle

Low
1 2 3

重点リスク

発生頻度

発
生
時
の
影
響

経営戦略上のリスク、❷財務に関するリスク、❸人事・労務に関
するリスク、❹災害等のリスク、❺オペレーショナルリスク）に
分類し、さらに、各々におけるリスクを細分化したうえで定期的
な評価を行い、対策の進捗を確認するフローを確立しています。
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リスク低減に向けた具体的な取り組み

自然災害に関するリスクへの対応　

　昨今、世界各地において気候変動を背景にした自然災害が頻
発・甚大化し、さまざまな環境課題が顕在化しています。
　三越伊勢丹グループは、百貨店事業を中心とした店舗による
事業展開を行っています。そのため、地震、台風、水害、火山噴火
といった自然災害により、店舗の営業継続に大きな支障をきた
す可能性があります。
　特に、首都直下地震や南海トラフ地震が発生した場合、当社グ
ループのお客さま、従業員および建物などに甚大な損害を受け
る恐れがあります。あわせて、電力の使用制限や消費の自粛、放
射能による食料品汚染など、大規模災害が営業活動に影響を及
ぼすことが予想されます。
　また、台風や集中豪雨といった水害などの甚大化による洪水や
浸水、強風による被害は、お客さま、従業員および建物のみならず、
商品供給や物流にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
　そして、仮に富士山噴火が起こった場合には、首都圏を中心
に広い地域に火山灰が飛来することで、システム、物流などに
大きな影響を及ぼし、営業活動などに支障が生じることが予想
されます。

防災・減災のために

　当社グループでは、大規模災害の発災時に備え、防災・減災対
策と災害発生時の初動・復旧・復興に向けた行動計画の策定や、
実効性向上のための定期的な訓練、安否確認の徹底、ITツールを
活用した情報共有などに加え、グループ従業員の防災意識向上
のための施策など、さまざまな取り組みを行っています。

1 グループ総合対策本部 大地震発生時初動訓練　
　当社グループでは、各社・各店舗所在地のいずれかの場所で
震度6弱以上の地震が観測された場合、または事務局長が必要
と判断した場合に、「グループ総合対策本部」が設置されます。
グループ総合対策本部は、各社・各店からの被害情報を収集・分
析し、グループとしての判断が必要な事項についての対応や指
示を行い、お客さまや従業員などの安全を最優先に、中核となる
事業の継続あるいは早期復旧に向けた活動を組織的に行います。
　2021年度からは年2回、各社・各店の災害対策本部とグルー
プ総合対策本部メンバーを対象とした、大地震発生時の初動連
携訓練をリモートで行っています。2023年9月の訓練では首都
直下地震を想定し、被災拠点となる首都圏5店舗の災害対策本
部とグループ総合対策本部間において、適切かつ迅速な情報連携
を図ることを目的に実施しました。当日は、被害の最小化に向け
た人命救助や応急対応、広域にわたる支援（要員・救援物資・資金
手配など）、早期復旧に向けたグループ間のリソース配分と計画
立案のため、被災拠点からの災害時の情報収集からグループ総
合対策本部での意思決定までの流れを確認しました。

2 事業継続マネジメント（BCM）　

　当社グループでは平常時から、事業継続計画（BCP）の改定を
はじめ、システムやツールの改良、文書体系の整備を実施して
います。さらに、教育・訓練を通じて、BCPの実効性向上と危機
管理意識の醸成までを含めBCMとして実行しており、グルー
プの中核となる事業の継続能力を維持・改善していくための活
動を実施しています。
　その活動のなかで抽出された課題については、コンプライア
ンス・リスクマネジメント推進会議をはじめとする会議などを
通じグループ全体で共有しながら、改善のために不断の努力を
継続しており、このような一連の取り組みを通じたPDCAサイ
クルの実行が、さらなる当社グループのBCMの実効性の向上と
レジリエンス強化へとつながっています。
　また、自然災害やパンデミックなどが発生した場合、当社グ
ループの店舗ならびに事業継続に支障をきたす可能性があり
ます。そのため、リスクが顕在化し「グループ経営の危機」に遭
遇した際に、お客さま・従業員・事業資産などへの被害を最小限
にとどめ、被災拠点と事業の早期復旧および事業継続を図るた
めに、グループ各社におけるBCPなどを策定しています。BCP
では、発動基準のほか、グループ全体の意思決定や組織体制、行
動計画、目標復旧時間のほか、平常時におけるリスクへの事前
対策などについて定めています。

訓練時のグループ総合対策本部

伊勢丹立川店での訓練の様子



7 0

 
イントロダクション 企業ビジョン 重点取り組み グループガバナンス人・地域をつなぐ 持続可能な社会・時代をつなぐ

重点取り組み 1 重点取り組み 2

従業員満足度の向上
重点取り組み 3
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ESGデータ集（コーポレートサイト）
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/138

3 レジリエンス認証の取得

　2016年には、（一社）レジリエンスジャ
パン推進協議会により、レジリエンス認証
を取得しました。これは、（株）三越伊勢丹
の事業継続計画の取り組みが評価された
もので、百貨店として初の取得となります。
さらに、2018年には「事業継続」に加え、
店頭での募金活動や従業員のボランティア活動を支援する仕組
みなどが評価され、「社会貢献」においても同認証を取得してい
ます。なお、レジリエンス認証とは、国内初の事業継続マネジメ
ント（BCM）に関わる組織認証制度で、内閣官房国土強靭化推進
室が規定の認証組織の要件に適合していることを確認し、（一
社）レジリエンスジャパン推進協議会が事業継続への取り組み
を積極的に行っている企業や自治体、学校、病院などの団体を認
証する制度です。

4 災害への備え ～内閣府との取り組み～　　

　2023年度は、関東大震災から100年を迎える節目の年であ
り、今後想定される首都直下地震や南海トラフ地震などの巨大
災害に対する備えを一層強化するうえでの重要な機会です。内
閣府では、国民・家庭・事業所レベルでの防災意識を高め、日常生
活における「災害への備え」を促進するため、民間企業とのコラ
ボレーション事業を行っており、三越伊勢丹グループもこの取
り組みに賛同し、グループ従業員の防災意識向上を目指し、さま
ざまな活動に取り組んでいます。

5 従業員の防災意識向上のための取り組み　

　全国で頻発する自然災害から命を守るためには、一人一人が
日頃からの備えを自主的に行うことが何よりも重要です。その
ため、三越伊勢丹グループでは、グループ従業員の防災意識向
上を目指し、WEB社内報に「自助」に関した関連記事を掲載し
ています。その時期に応じて発生しやすい自然災害をテーマに、
日頃の備えと災害発生時の行動について、従業員が自分事とし
て捉えられるよう定期的に発信することで、防災・減災につな
げています。

情報セキュリティに関するリスクへの対応　　

　当社グループでは、多岐にわたる事業活動やサービス提
供のなかで、お客さま、お取組先から日々お預かりするさま
ざまな情報を厳格に管理しています。あわせて、オンライン
購買の伸長や各種デジタルツールが普及し、多くのシステ
ムを日々の営業活動において活用しています。昨今、日本企
業が国内外からのサイバー攻撃を受ける事例が増加してお
り、当社グループでも情報セキュリティガバナンスのさら
なる強化に努めています。サイバー攻撃などによるシステ
ムの破壊や停止、そして不正アクセス犯罪などによる個人
情報や機密情報の漏洩が発生した場合、対応と復旧に時間
を要し、広範な業務に支障をきたすリスクがあることから、
当社グループでは情報セキュリティを維持するため、さま
ざまな対応策を実施しています。
　まず、組織的な対策として、情報セキュリティ体制の強化、
専門部署を中心とした「サイバーリスク対策プロジェクト」
を設置し、対応策の策定と実行を図っており、平常時のサイ
バーリスク予防と有事におけるセキュリティインシデント
対応を実施しています。

　技術的な対策としては、サイバー攻撃などを受けた際の
リスクを低減するため、リスクを把握して事前に対処する
ための「防御」、侵入を早期発見・早期対処するための「検
知」を実施するべく、各種セキュリティツール、システムの
導入・運用を図り、対策を強化しています。
　人的な対策では、情報セキュリティに関する従業員のリ
テラシー向上策として、当社グループのシステム部門にお
ける専門人財の育成の推進や、従業員への教育プログラム
実施のほか、各拠点において標的型メール訓練を定期的に
実施しています。そして、日常的に情報セキュリティに係る
事例の発生状況をイントラネットを通して共有することで
危機意識の醸成を図っています。
　さらに、インシデントが発生した際に適切に対応するた
めに、行政・専門機関といった外部への報告および連携を
図り、迅速な対応を可能とするための組織であるCSIRT

（Computer Security Incident Response Team）を設置
しています。
　また、当社グループでは、外部認証の取得として、国内関
係会社4社で「プライバシーマーク」を、当社グループの情
報サービスの管理運用を担う（株）三越伊勢丹システム・ソ
リューションズで、情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）に関する国際規格の「ISO 20000」「ISO 27001」を
取得しています。

※2022年度認証取得数はウェブサイトのESGデータ集に記載

内閣府ウェブサイト「防災情報のページ」
https://www.bousai.go.jp/kantou100/sonae.html

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/138
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/138
https://www.bousai.go.jp/kantou100/sonae.html
https://www.bousai.go.jp/kantou100/sonae.html
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イントロダクション 企業ビジョン 重点取り組み グループガバナンス人・地域をつなぐ 持続可能な社会・時代をつなぐ

重点取り組み 1 重点取り組み 2

従業員満足度の向上
重点取り組み 3

コーポレート・ガバナンス 内部統制

コンプライアンスに関する考え方

　三越伊勢丹グループは、グループで働く従業員が、法令をは
じめ倫理や社会規範などを順守していくために、コンプライア
ンスを価値観や意識・行動まで根づかせ実践することが重要で
あると考えています。
　そのために、役員および従業員の行動規範とする、「三越伊勢
丹グループ企業倫理行動基準」を制定し、全社に浸透を図るとと
もに、コンプライアンス体制の維持・向上に取り組み、社会的信
頼の確保に努めています。また、お客さま・お取組先や従業員と
の関係性において順守すべき法令や倫理行動の指針をまとめた

「コンプライアンス・ガイドブック」を社内イントラネットに掲
示し、日々の業務における法令順守の周知徹底を図っています。

コンプライアンス推進部会

　「コンプライアンス推進部会」は経営層を対象とし、実務者対象
の会議体と区分した会議体として、法令・倫理・社会規範やソフト
ローにまで幅を広げ、取り組みを進めています。
　一方で、実務者対象の会議体では、個人情報管理・食品衛生事
故防止と、「営業上のコンプライアンスの具体的項目」としての
独禁法（カルテル談合）・下請法・景品表示法を取り上げ、実務
チェック・予防の実践的活動を行っており、コンプライアンス
推進部会においてその活動状況も共有しています。

ステークホルダーに対するコンプライアンス強化ポイント

①お客さま：個人情報保護の取り組み
お客さまからお預かりする個人情報を適切に管理し、正しく利
用するために、「プライバシーポリシー」と「Cookieポリシー」
を制定・公開し、お客さまの信頼とご期待にお応えしています。
また、「個人情報取扱規程」を定め、適切な利用と厳重な保護管
理を行っています。

②株主／投資家：IRポリシーの制定
IR活動において、株主・投資家の方々の信頼と共感を得られる
企業を目指し、「IRポリシー」を制定・公開して、公平な情報開
示やコミュニケーションの充実を図っています。

③地域社会：反社会的勢力対応
「内部統制システム構築の基本方針」および「三越伊勢丹グルー
プ調達方針」において反社会的勢力との関係遮断、不当要求の
拒絶、被害の防止を掲げています。

④お取組先：公正取引を推進するための体制構築と運用
「公正取引に関する指針」を定め、公正かつ自由な競争を堅持し、
広く社会に貢献し続ける企業であるための体制構築と運用を
推進しています。

⑤従業員：内部通報窓口の設置と運営
グループ内で不当行為が発生した場合にその事実を速やか
に認識し改善していくために「グループホットライン規程」
を定めています。それに基づく「グループホットライン」を設
置、通報者保護の観点から社外専門会社・弁護士事務所が通
報を受ける体制を整えています。

法令・倫理・社会規範順守 コンプライアンス推進体制
「三越伊勢丹グループ企業倫理行動基準」
「コンプライアンス・ガイドブック」 

三越伊勢丹
グループ

コンプライアンス
推進部会

サイバーリスク対策
プロジェクトリスク対策部会

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

部会の目的

運用が行政機関に委ねられている法分野（独占禁止
法や個人情報保護法）について経済情勢や社会的要
請の変遷も踏まえた情報・事例共有を行う。

IT革新などによりビジネスが先行し法整備未了の分野に
ついて中期経営計画に即した情報・事例共有を行う。

実務者対象会議体における実践項目・課題について
共有を行う。

お客さま

個人情報保護法

景品表示法 など

地域社会

大店立地法、食品衛生法

環境関連法 など

株主／投資家

会社法

金融商品取引法
（インサイダー取引規制）など

お取組先

独占禁止法、下請法

商標法 など従業員

労働法

労働施策総合推進法
（ハラスメント防止対策）など

法令・倫理・社会規範順守 コンプライアンス推進体制
「三越伊勢丹グループ企業倫理行動基準」
「コンプライアンス・ガイドブック」 

三越伊勢丹
グループ

コンプライアンス
推進部会

サイバーリスク対策
プロジェクトリスク対策部会

コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議

部会の目的

運用が行政機関に委ねられている法分野（独占禁止
法や個人情報保護法）について経済情勢や社会的要
請の変遷も踏まえた情報・事例共有を行う。

IT革新などによりビジネスが先行し法整備未了の分野に
ついて中期経営計画に即した情報・事例共有を行う。

実務者対象会議体における実践項目・課題について
共有を行う。

お客さま

個人情報保護法

景品表示法 など

地域社会

大店立地法、食品衛生法

環境関連法 など

株主／投資家

会社法

金融商品取引法
（インサイダー取引規制）など

お取組先

独占禁止法、下請法

商標法 など従業員

労働法

労働施策総合推進法
（ハラスメント防止対策）など

コンプライアンス




